
 

 

 

Press Release 
 

 

「女性活躍推進法等説明会及び相談会」を開催します 

～ 島根県内 4 か所（松江、出雲、浜田、益田）で開催 ～ 

 

『女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)』が

本年８月２８日に成立し、平成２８年４月１日に全面施行されます。 

少子高齢化の進展に伴い生産年齢人口が減少する中で、企業の活力を維持するためには、

より一層女性の意欲と能力が発揮されるような職場環境の整備を推進していくことが急務

となっています。 

島根労働局（局長 古田
ふ る た

宏
こう

昌
しょう

）は、このような状況をふまえ、多くの事業主が、同法に

基づく「一般事業主行動計画」の策定に積極的に取り組むよう、説明会及び相談会を下記の

とおり開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島 根 労 働 局 発 表  

平成２７年１１月２６日 

 
担 

雇用均等室 

 室    長  周藤
す ど う

 明美 
   当  地方短時間労働指導官   野口 肇子 

  ℡ ０８５２－３１－１１６１ 

島根労働局 

厚生労働省 

１ 日時・会場 

    松江会場  平成２７年１２月２日(水)      13:30～16:00 

くにびきメッセ（松江市学園南１－２－１） 

出雲会場  平成２７年１２月７日(月）     13:30～16:00 

        出雲市民会館（出雲市塩冶有原町２－１５)  

浜田会場  平成２７年１２月１０日(木)   13:30～16:00 

浜田市総合福祉センター（浜田市野原町８５９－１） 

    益田会場  平成２７年１２月１４日(月)   13:30～16:00 

益田市人権センターあすなろ館（益田市須子町３－１） 

２ 対象者 

   島根県内の事業主、企業の人事労務担当者、事業主団体等 

３ 説明内容  

   ・女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定及び認定制度について 

・女性活躍加速化助成金制度について  

・キャリアアップ助成金及びキャリア形成促進助成金について  

・次世代法に基づく「くるみん」認定について 

４ 相談会 

   説明会終了後、個別企業に対する相談会を行います。    ※詳細は、資料２参照                                                   

 

 



 

資料１  島根県の女性労働の現状 

２ 女性活躍推進法等説明会及び相談会 (ご案内ちらし) 

３  事業主の皆様へ 女性の職場における活躍を推進する｢女性活躍推進法｣が成立しました！ 

４ 平成２７年度 女性活躍加速化助成金のご案内            


